第５回国連改革ＰＦ　軍縮分科会議事録案 as of Oct 16, 2007


第５回国連改革に関するパブリックフォーラム 　軍縮分科会

日時：２００７年８月１日（水） 　午後１時～３時

テーマ：原子力と核不拡散、日本の核廃絶国連決議

司会：川崎哲（ピースボート）

報告者：鈴木達治郎（東京大学）、小山謹二（日本国問題研究所）、中村桂子（ピースデポ）、市川とみこ（外務省　不拡散・科学原子力課）、芹澤清（外務省軍備管理軍縮課） 

コメンテーター：伴英幸（原子力資料情報室）

　はじめに、司会の川崎氏が、本分科会の趣旨を以下のように述べた。

　このパブリックフォーラムの軍縮分科会ではこれまでも、日本の重要な取り組みとしての核軍縮・不拡散、核廃絶国連決議のありかたについて、とりあげてきた。今回は地球環境問題と国連のあり方にパブリックフォーラム全体として焦点を当てていることもあり、世界および日本のエネルギー問題との関連を意識しつつ、原子力と核不拡散についての問題を国連の中でどのようにしていくべきなのか議論していきたい。

　その上で、報告者より順次以下の通り報告があった。

＜報告者１　鈴木達治郎氏＞

・原子力発電の拡大予想として、温暖化対策、エネルギー安全保障、途上国の利用による１．５倍～２倍ののび、２０３０年以降、現存の原子力施設の寿命による７００～８００基の新たな施設の建設等があげられる。それに伴い、燃料確保の面からも核燃料サイクルの需要の伸びが見込まれる。この見通しの中で原子力発電と核兵器の密接な関係として兵器転用可能な核物質と核燃料サイクルがあるが、これについては核燃料サイクルにおける核兵器への転用可能な物質を作ることができる機微技術の提供、物質の多国間管理交渉など多くの課題がある。　

・大量の高濃縮ウランと処理済みのプルトニウムが軍事用２５０トンに匹敵するほど世界中に累積している現状で、まず取り組まなければならないことはそれらの物質の削減を行い、高濃縮ウランとプルトニウムの分離をまずやめることである。

・日本やドイツが非核兵器保有国として大量のプルトニウムを保持しているが、今後、日本は技術や燃料の供給国という立場で政策を考えていかなければならなず、核拡散分野での規則の遵守を強く主張していくことはもちろんのこと、独自の透明性向上を目指すことも重要である。また、濃縮再処理技術の拡散防止には多国籍アプローチが望まれる

・多く提案されている燃料の国際管理案について、ほとんどは実現しておらず、アメリカの提案するＧＮＥＰ（国際核エネルギーパートナーシップ）に関しても、燃料供給保証に関して、もてる国ともてない国の差をつけてしまうと、平和利用自体に不平等性がおこり、またアメリカに対する不信感もぬぐえない。また、それが本当に核不拡散に貢献するかどうか不明である。

・今後の課題としては、多国間管理構想も普遍性、平等性をもつこと、自主的に国際的な規則以上の透明性の拡大を促進するようなプログラムを構築すること、また、核燃料サイクル技術の不透明さもあり、その技術の経済合理性についても明確にしていくことが必要である。

・予測としては、経済合理性を基本としていく場合、核燃料サイクル施設の大幅な拡大というのは難しいのではないか。

＜報告者２　小山謹二氏＞

・原子力と拡散の問題は環境維持、地球温暖化の問題とリンクしており、片側だけで議論することはできない。また、原子力は温暖化を防ぐために必ず必要であり、そのための核不拡散の体制をきちんと整え、維持・強化していくことが急速に必要である。開発途上国への技術提供や、エネルギー確保の問題、米印原子力協定、ＮＰＴ（核不拡散条約）体制について新たな体型があり得るのかなど多面的な課題である。　

・原子力の平和利用は核兵器国・非核兵器国の義務の上になりたっているものであり、各国によるＩＡＥＡ（国際原子力機関）の保障措置受け入れ、追加議定書およびＣＴＢＴ（包括的核実験禁止条約）の批准が必要である。

・国レベルでの核不拡散はＩＡＥＡ保証措置、追加議定書を守って処理していれば非核兵器国での問題は起きないし、事実起きていないが、この枠組みでは非国家組織への核拡散体制を管理しきれない。テロ組織への核不拡散体制取り締まりができたとしても、テロ組織がなくなることはなく、核兵器確保の脅威はのこる。ＮＰＴ体制の崩壊につながりうる状況において、核兵器の廃絶を急速にすすめることが唯一の方法である。

・日米原子力協定に関しては、インドが保有している核兵器や国産ウランの兵器への利用についての言及が全くなく、ＮＰＴ加盟への要請もない。また、どの施設・核物質に保証措置をかけるかについてもインドの申請に任されていることやＩＡＥＡの核兵器国に対する対応と同じく、核兵器用核物質に保障措置は適用しないという対応をとるなど、インドをＮＰＴのカテゴリーにない新たな核兵器国として扱っている。ＮＰＴ体制を崩してしまう政策について日本はどのような立場をとるのかが非常に問題となる。インドに対し、すべての核物質に保障措置を適用し、すべての核兵器製造施設の凍結、解体を進めていくことを日本として要求していかなければならない。

＜報告者３　中村桂子氏＞

・日本の国連総会における核軍縮決議案について、市民としては日本政府が何を優先課題とみて取り組もうとしているのか、被爆国日本が核廃絶に向けてどのような姿勢や方針をもっているのかを示す重要な文書であると受け止めている。毎年の決議案は広く国内外ＮＧＯからの一定の支持はうけており、各国政府からの賛同数も増えてはいるが、被爆国としての新たな決意としては不十分な面が強いように思われる。

・日本政府のＣＴＢＴ早期発効促進への要求は高く評価すべきであるが、同じように他の点に関しても日本が強く主張していかなくてはならない。特に、スイス、ＮＡＣ（新アジェンダ連合）各国はすでに何らかの形で懸念表明している米印原子力協定についての懸念を明言すること、核兵器国による新型核兵器、更新等、ＮＰＴの核軍縮義務に違反する動きであるについて懸念を表明すること、また米の将来的な核インフラを開拓していくような研究（ＲＲＷ、信頼性代替弾頭）に対し、批判を行うことを求める。

・ブリクス委員会の報告書にあげられているとおり、核兵器の非合法化についても日本政府が先導していくような立場をとり、地域的には、北朝鮮の核の危機に直面する今であるからこそ特に、東北アジア非核兵器地帯へのイニシアティブをとることを要請したい。

＜報告者４　市川とみ子氏＞

・核燃料の供給保証について、２００３年にエルバラダイ氏の多国間管理発言以降、活発な議論がされ、一連の提案がでてきている。新しい提案としては６カ国提案、昨年９月の日本提案があり、日本提案では、６カ国提案を補完するアプローチで、各国が核燃料全般に関する供給能力をＩＡＥＡに提供・登録し、透明性を高めた上で供給面での不安解消につとめるというものを提示している。

・供給保証のアイディアとして現物の備蓄に関するもの、権利の保証はするが、現物をどうするかは別途考えるというバーチャルなアプローチなどがあるが、参加する国の不拡散へ保証をどのようにするのかという面は課題であり、また燃料の潜在的なユーザー国側からの意見はまだ議論に含まれていないのが現状である。これに関する議論は今後広く行われるであろうし、日本は積極的に参加していく姿勢である。

・不拡散の課題と平和利用の権利が両立できるシステムに関する議論は非常に難しいが、日本としてアイディアの提案も含め、今後取り組んでいく。

＜報告者５　芹澤清氏＞

・核拡散と核軍縮については政府だけでは進まないものであり、市民社会とともに役割分担もしながら行っていくことが重要であると認識している。核軍縮における政府の役割としては、現実的な方法として核保有国が反対できないような決議案を出すことが基本的な姿勢となっている。しかし、ＣＴＢＴに関する提案のように米の反対が予測される重要なこともきちんと主張している。

・米印協定について、麻生大臣などの懸念発言などが繰り返されているが、ダブルスタンダードを認めることや、どのように進めていくかの明確な説明がないことに対しての懸念であり、この協定自体がだめである、という意味合いではない。

・今年の決議の中で、米印協定についてはっきりとした懸念を表明すべきだという意見が提示されたけれども、どういう保証措置が行われるのかということがキーポイントであり、さらなる検討が必要であると考えている。２国間の合意がついたと聞いているがまだ文章がでていないので日本政府も様子を見なければならない状態である。また、エネルギーや気候変動の要素も広く議論しなくてはならない、ということもわかるが軍縮不拡散という要素のみでさらなるキーポイントをさらに洗い出し、注意深くみていかなくてはならない。

・北東アジアについて　それぞれの国がその環境と現実にみあった状態で安全保障政策を作っていく中で核兵器をなくしていこうという意向を示しているつもりである。

＜コメント　伴英幸氏＞

・原子力情報室は平和利用と不拡散の両立ではなく、平和利用もやめていこうという立場をとっており、原子力は相対としての発電電力量は増えていくため、二酸化炭素は増加し、温暖化防止には役立たない。原子力がなければもっと増えるという議論もあるが、今はいかに減らすかを考えなければならない時期であり、そういう意味では原子力は有望なものではない。また、技術そのものも拡散しない方向に持って行かなければならないと考えているため、原子力技術についても広げない方向をとるべきである。

・米印協定に関する課題としてはＮＰＴの実質的崩壊をくいとめることである。原子力機器がインドに輸出されるとなると日本からも電気機器が輸出されることになることからも他人事ではない問題になる。日本の立場としてＮＳＧ（原子力供給国グループ）での承認についてはもちろん、国連決議においても高いハードルを要求していく必要がある。日本の高速増殖炉を中心とした政策では、核物質や技術の供給国となりうる日本としてこの問題を扱うことは難しい。技術をもっての抑止力を保持していくという政策があるようにみえるが、核の傘という面を考慮し、現在の政策の大幅な転換、増殖炉からの撤退も視野に入れた上で東北アジアへのより積極的な非核化の歩みを進めてほしいという要望である。

　以上の報告とコメントを受けて、会場で次のような意見交換がなされた。

・米印原子力協力はダブルスタンダードであり、それは紛れもない事実である。日本がＮＳＧでこの事実を明言する立場をとることが望ましい。

・インド・中国やインド・パキスタンの関係を無視しては、核不拡散、平和利用の議論はできない。

・米のインドに対する労働力依存や経済発展するインドのエネルギー欠乏の問題をどのようにサポートしていくのかということを考えなくてはならず、核兵器拡散という問題だけでは見ることができない問題である。国際的格差の是正を先進国は担っているということを考えていかなくてはならない。

・核廃絶にむけては、各国の市民が核兵器投下や被害の事実を知った上で、自国の政府に対して国内から圧力を与えていくという国民レベルでの活動が必要である。米国民の核兵器の被害、過去の利用がどのように行われたかについての理解がないままでは国同士の権力の議論になるだけである。

・テロ組織への兵器拡散の可能性がある中で、核を持っていい国、持ってはいけない国、というような区別はできない。国際的にすべての核をなくしていくという姿勢を確立していく必要がある。

・どのような枠組みがテロ組織の核保有抑止となるのかについては国際機関を作ったところで対応できるものではなく、様々な議論がある。各国の核物質管理についてもまだ難しい面が多くあり、課題が多くある。

・政府は核物質管理について、通常の安全面でだけでなく、核物質がテロ組織にわたらないためのセキュリティーを強化していくことは新たに原子力技術を利用する政策の中で強調していくことを要請している。その中でどのように平和利用の権利を確保していくかというのは非常に難しく、今後のさらなる検討をしていく。

・テロ組織への核移転の完全な抑止は難しいかもしれないが、核物質防護条約などによる予防はできるのではないか。また実際にことが起こった時の対策についての準備をきちんとしていかなくてはならない。

・核物質管理について、今ある在庫量を削減していくことについては広く合意できるものである。分離されたプルトニウムの運搬は容易にできてしまうことなのでそういったことを国際的に取り組んでいかなくてはならない。

・核廃絶が究極の解決策であるということが核兵器国の内部からもでてきているということを認識してほしい。

　最後に、司会が以下のようにまとめて、本分科会を締めくくった。

　日本の責任・義務として核不拡散文化を日本として世界に広げていくことが確認された。また、ＩＡＥＡやＮＳＧでの日本の役割についても広い議論が行われた。原子力問題・エネルギー問題が先進国の独善であってはならないという指摘もあったが、これについては、このパブリックフォーラムの他の分科会、すなわち開発や平和構築、人権といったテーマの中で、貧困、格差、環境の問題と絡めて考えていく必要があろう。
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